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広
島
県
職
員
勤
務
評
定
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

 
 
 

広
島
県
職
員
勤
務
評
定
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

広
島
県
職
員
勤
務
評
定
実
施
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
訓
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

広
島
県
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程 

 

目
次
中
「
定
期
評
定
」
を
「
定
期
評
価
」
に
、
「
勤
務
成
績
評
定
」
を
「
勤
務
成
績
評
価
」
に
、
「
評
定

結
果
」
を
「
評
価
結
果
」
に
、
「
特
別
評
定
」
を
「
特
別
評
価
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
勤
務
成
績
を
公
正
に
評
定
す
る
」
を
「
人
事
評
価
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
六
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
正
に
行
う
」
に
、

「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
評
定
期
間
」
を
「
評
価
期
間
」
に
、
「
勤
務
評
定
」
を
「
人

事
評
価
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
評
定
を
」
を
「
評
価
を
」
に
、
「
被
評

定
者
」
を
「
被
評
価
者
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
評
定
区
分
」
を
「
評
価

区
分
」
に
、
「
被
評
定
者
」
を
「
被
評
価
者
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
評

定
要
素
」
を
「
評
価
要
素
」
に
、
「
期
待
」
を
「
期
待
さ
れ
、
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同

条
第
六
号
中
「
分
析
評
定
」
を
「
分
析
評
価
」
に
、
「
評
定
要
素
」
を
「
評
価
要
素
」
に
、
「
評
定
す
る
」

を
「
評
価
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
総
合
評
定
」
を
「
総
合
評
価
」

に
、
「
評
定
す
る
」
を
「
評
価
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
人
事
評
価
の
実
施
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
勤
務
評
定
は
、
次
の
各
号
」
を

「
次
に
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
実
施
す
る
」
の
下
に
「
人
事
評
価
は
、

定
期
評
価
及
び
特
別
評
価
と
し
、
次
章
か
ら
第
四
章
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
四

号
中
「
勤
務
評
定
」
を
「
次
章
か
ら
第
四
章
ま
で
に
定
め
る
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。 

２ 

前
項
の
定
期
評
価
は
、
勤
務
成
績
評
価
及
び
目
標
申
告
・
成
果
評
価
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
人
事
評
価
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
。 

 

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条 

削
除 

 

第
二
章
の
章
名
及
び
同
章
第
一
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

第
二
章 

定
期
評
価 

 
 
 
 

第
一
節 

勤
務
成
績
評
価 



 
第
五
条
中
「
勤
務
成
績
評
定
」
を
「
勤
務
成
績
評
価
」
に
、
「
職
員
を
」
を
「
一
般
職
の
職
員
（
第
三
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
以
下
単
に
「
職
員
」
と
い
う
。
）
を
」
に
、
「
評
定
期
日
」
を
「
評
価

期
日
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
評
定
者
と
被
評
定
者
」
を
「
評
価
者
と
被
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
中
「
被
評
定
者
」
を
「
被
評
価
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
評
価
期
間
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
勤
務
成
績
評
定
」
を
「
勤
務
成
績
評
価
」

に
、
「
評
定
期
間
」
を
「
評
価
期
間
」
に
、
「
勤
務
評
定
」
を
「
特
別
評
価
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
勤
務
成
績
評
定
」
を
「
勤
務
成
績
評
価
」
に
、
「
評
定
区
分
」
を
「
評
価
区
分
」
に
、

「
評
定
要
素
」
を
「
評
価
要
素
」
に
、
「
被
評
定
者
」
を
「
被
評
価
者
」
に
、
「
評
定
期
間
」
を
「
評
価
期

間
」
に
、
「
評
定
す
る
」
を
「
評
価
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
勤
務
成
績
評
定
」
を
「
勤
務
成
績

評
価
」
に
、
「
評
定
す
る
」
を
「
評
価
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
職
員
の
評
定
区
分
」
を
「
勤
務

成
績
評
価
に
お
け
る
評
価
区
分
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
勤
務
成
績
評
定
は
」
を
「
勤
務
成
績
評
価
は

」
に
、
「
別
記
様
式
第
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
七
号
」
に
、
「
勤
務
成
績
評
定
票
（
以
下
「
評
定
票
」
を

「
勤
務
成
績
評
価
票
（
以
下
「
評
価
票
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
勤
務
成
績
評
定
」
を
「
勤
務
成
績
評

価
」
に
、
「
評
定
の
」
を
「
評
価
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
評
定
者
」
を
「
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
勤
務
成
績
評
定
」
を
「
勤

務
成
績
評
価
」
に
、
「
評
定
者
」
を
「
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
評
定
者
」
を
「
評
価
者
」
に
、

「
勤
務
評
定
」
を
「
人
事
評
価
」
に
、
「
評
定
内
容
」
を
「
評
価
内
容
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
評
定

者
は
」
を
「
評
価
者
は
」
に
、
「
被
評
定
者
」
を
「
被
評
価
者
」
に
、
「
評
定
を
」
を
「
評
価
を
」
に
、
「

評
定
票
」
を
「
評
価
票
」
に
、
「
の
評
定
者
」
を
「
の
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
評
定
者
」
を

「
評
価
者
」
に
、
「
評
定
票
」
を
「
評
価
票
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
対
象
者
及
び
基
準
日
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
勤
務
評
定
の
対
象
と
な
る
」
を

削
り
、
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
別
表
第
五
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
に
」
を
加
え
、
「
も
の
と
す
る
」
を
削

り
、
同
条
第
一
号
中
「
評
定
者
と
被
評
定
者
」
を
「
評
価
者
と
被
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
被

評
定
者
」
を
「
被
評
価
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
評
定
期
間
」
を
「
評
価
期
間
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
評
定
期
間
」
を
「
評
価
期
間
」
に
、
「
評
定
す
る
」
を
「
評
価
す
る
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
評
定
す
る
」
を
「
評
価
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
に
お
け
る
評
価
区
分
は
、
別
表
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
四
項
中
「
別
記
様
式
第
六
号
又
は
別
記
様
式
第
七
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
又
は
別
記
様

式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
評
定
」
を
「
評
価
」
に
、
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
七
」
に
改

め
る
。 

 

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
評
定
者
」
を
「
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
評
定
者
は
、
勤
務
成
績

評
定
に
お
け
る
評
定
者
（
評
定
者
」
を
「
評
価
者
は
、
勤
務
成
績
評
価
に
お
け
る
評
価
者
（
評
価
者
」
に
、

「
一
次
評
定
者
」
を
「
一
次
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
勤
務
成
績
評
定
」
を
「
勤
務
成
績
評
価

」
に
、
「
二
次
評
定
者
」
を
「
二
次
評
価
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
評
定
者
は
、
被
評
定
者
」
を
「

評
価
者
は
、
被
評
価
者
」
に
、
「
評
定
を
」
を
「
評
価
を
」
に
改
め
る
。 



 
第
二
章
第
三
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 
 

第
三
節 

評
価
結
果
の
取
扱
い 

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
評
価
の
調
整
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
評
定
者
」
を
「
評
価
者
」
に
、
「
評

定
に
」
を
「
評
価
に
」
に
、
「
を
評
定
票
」
を
「
を
評
価
票
」
に
、
「
評
定
票
等
」
を
「
評
価
票
等
」
に
改

め
る
。 

 

第
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
評
価
票
等
の
確
認
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
評
定
票
等
」
を
「
評
価

票
等
」
に
、
「
評
定
者
」
を
「
評
価
者
」
に
、
「
再
評
定
」
を
「
再
評
価
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
評

定
票
等
」
を
「
評
価
票
等
」
に
、
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
評
定
票
」
を
「
評
価
票
」
に
改
め
、
同
条
中
「
評
定
票
」
を
「
評
価
票
」
に
、

「
評
定
期
間
」
を
「
評
価
期
間
」
に
、
「
被
評
定
者
」
を
「
被
評
価
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
評
定
結
果
」
を
「
評
価
結
果
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
定
期
評
定
」
を
「

定
期
評
価
」
に
改
め
、
「
別
に
」
の
下
に
「
知
事
が
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
評
定
票
等
」
を
「
評
価

票
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

第
三
章 

特
別
評
価 

 

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
特
別
評
価
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
別
評
定
は
、
定
期
評
定
」
を

「
特
別
評
価
は
、
定
期
評
価
」
に
、
「
勤
務
評
定
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
別
評

定
」
を
「
特
別
評
価
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
、
「
特
別
評
定
」
を
「
特
別
評
価

」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

第
五
条
た
だ
し
書
又
は
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
被
評
価
者
に
つ
い
て
定
期
評
価
の
実
施

を
延
期
す
る
場
合 

第
十
七
条
第
三
項
第
二
号
中
「
定
期
評
定
」
を
「
定
期
評
価
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
特
別
評
定
」
を
「
特
別
評
価
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
別
評
定
は
、
別

記
様
式
第
八
号
に
よ
る
評
定
票
」
を
「
特
別
評
価
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る
評
価
票
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
特
別
評
定
の
評
定
期
間
」
を
「
特
別
評
価
の
評
価
期
間
」
に
、
「
評
定
期
日
」
を
「
評
価
期
日

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
別
評
定
」
を
「
特
別
評
価
」
に
、
「
定
期
評
定
」
を
「
定
期
評
価
」
に
改

め
る
。 

 

第
十
九
条
中
「
こ
の
規
程
」
を
「
第
二
章
及
び
前
章
」
に
、
「
勤
務
評
定
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
） 

評 

価 

区 

分 

適 
 
 

用 
 
 

す 
 
 

る 
 
 

職 
 
 

員 

１ 

⑴ 

本
庁
の
部
長
又
は
地
方
機
関
の
長
の
職
に
あ
る
者
（
行
政
職
給
料
表
六
級
の

職
務
に
あ
る
者
に
限
る
。
） 

⑵ 

定
期
評
価
の
評
価
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
者
（
⑴
に
掲
げ
る
職
員
を
除

く
。
） 

⑶ 

行
政
職
給
料
表
四
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
（
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
職
員
を
除



 

 
 

く
。
） 

２ 

行
政
職
給
料
表
三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
の
う
ち
、
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

業
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
監
督
の
地
位
に
あ
る
者
（
以
下
「
監
督
職
員

」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
評
価
区
分
「
１
」
に
該
当
し
な
い
者 

３ 
⑴ 

行
政
職
給
料
表
三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
で
、
評
価
区
分
「
１
」
及
び
「

２
」
に
該
当
し
な
い
者 

⑵ 
行
政
職
給
料
表
二
級
の
職
務
に
あ
る
者 

⑶ 

行
政
職
給
料
表
一
級
の
職
務
に
あ
る
者 

 

備
考 

「
適
用
す
る
職
員
」
に
つ
い
て
は
、
表
に
掲
げ
る
区
分
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
職
員
を
含
む
。 

別
表
第
２
（
第
７
条
関
係
）
 

 
勤
務
成
績
評
価
基
準
 

区
 
分
 

基
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
準
 

分
析
評
価
 

評
価
者
は
，
評
価
要
素
ご
と
に
，
次
の
評
価
基
準
に
よ
り
，
評
点
を
決
定
す
る
。
な

お
，
評
点
を
「
５
」
又
は
「
１
」
に
決
定
す
る
場
合
は
，
そ
の
理
由
を
特
記
事
項
欄
に

記
入
す
る
。

評
点
 

評
 
 
 
 
価
 
 
 
 
基
 
 
 
 
準
 

５
 

○
本
人
に
要
求

さ
れ
る
水
準
を
著
し
く
上
回
っ
て
お
り
，
他
の
職
員
の

模
範
で
あ
る
。
 

○
総
合
的
に
は
指
導
の
必
要
が
全
く
な
い
。
（
抜
群
で
あ
る
。
）
 

４
 

○
失
敗
や
問
題

点
は
ほ
と
ん
ど
な
く
，
本
人
に
要
求
さ
れ
る
水
準
を
上

回
っ
て
い
る
。
 

○
総
合
的
に
は
指
導
の
必
要
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
（
優
良
で
あ
る
。
）
 

３
 

○
失

敗
や

問
題

点
は

少
々

あ
る

が
業

務
に

は
支

障
が

な
く

，
本

人
に

要
求
さ
れ
る
水
準
に
達
し
て
い
る
。
 

○
総
合
的
に
は
通
常
の
業
務
を
通
じ
た
指
導
で
十
分
で
あ
る
。
（
標
準

で
あ
る
。
）
 

２
 

○
失

敗
や

問
題

点
が

目
に

つ
き

業
務

に
も

若
干

の
支

障
を

来
し

て
お

り
，
本
人
に
要
求
さ
れ
る
レ
ベ
ル
を
下
回
っ
て
い
る
。
 

○
総
合
的
に
は
個
別
の
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
 

１
 

○
失
敗
や
問
題

点
が
多
く
業
務
に
大
い
に
支
障
を
来
し
て
お
り
，
本
人

に
要
求
さ
れ
る
レ
ベ
ル
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
。
 

○
総
合
的
に
は
重
点
的
か
つ
継
続
的
な
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
 

 
 

総
合
評
価
 

評
価
者
は
，
次
の
方
法
に
よ
り
評
点
を
算
出
し
，
当
該
評
点
を
総
合
評
価
と
し
て
決

定
す
る
。

１
 
評
価
者
が
１
名
の
場
合

 
 
（
評
点
）
＝
（
分
析
評
価
の
評
点
の
合
計
点
）
＋
（
目
標
申
告
・
成
果
評
価
の
評

点
）

２
 
評
価
者
が
２
名
の
場
合

（
評
点
）
＝
（
１
次
評
価
者
の
分
析
評
価
の
評
点
の
合
計
点
）
／
２
＋
（
２
次
評

価
者
の
分
析
評
価
の
評
点
の
合
計
点
）
／
２
＋
（
１
次
評
価
者
の
目
標
申
告
・
成
果



評
価
の
評
点
）

 
 

「  
 

別
表
第
三
中 

被
評
定
者 

一
次
評
定
者 

二
次
評
定
者 

」
を 

 
 

 
 

 「  

被
評
価
者 

一
次
評
価
者 

二
次
評
価
者 

」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
被
評
定
者
」

 
 を

「
被
評
価
者
」
に
改
め
る
。 

 

「  
 

「

別
表
第
四
中 

被
評
定
者 

」
を

被
評
価
者 

」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
被
評
定
者
」

 
 

 

を
「
被
評
価
者
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
五
中
「
（
第
十
条
関
係
）
」
を
「
（
第
九
条
・
第
十
条
関
係
）
」
に
、 

「  
 

「
 

評
定
期
間 

」
を

評
価
期
間 

」 

に
改
め
る
。 

 
 

 

 

別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
六
（
第
十
一
条
関
係
） 

評 

価 

区 

分 

適 
 
 

用 
 
 

す 
 
 

る 
 
 

職 
 
 

員 

１ 

行
政
職
給
料
表
四
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者 

２ 

行
政
職
給
料
表
三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
で
、
評
価
区
分
「
１
」
に
該
当
し

な
い
者 

３ 

行
政
職
給
料
表
二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者 

 

別
表
第
六
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
７
（
第
11条

関
係
）
 

 
目
標
申
告
・
成
果
評
価
基
準
 

区
 
分
 

基
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
準
 

目
標
申
告
 

目
標
を
申
告
し
た
職
員
（
以
下
「
目
標
申
告
者
」
と
い
う
。
）
及
び
評
価
者
は
，
申

告
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
の
達
成
度
に
つ
い
て
，
次
の
評
価
基
準
に
よ
り
，
評
点
を
決

定
す
る
。
評
価
者
が
行
う
目
標
申
告
の
評
価
も
，
同
様
と
す
る
。

（
目
標
の
達
成
度
の
評
価
基
準
）

評
点
 

評
 
 
 
 
価
 
 
 
 
基
 
 
 
 
準
 

５
 

○
困
難
な
目
標
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
目
標
を
上
回
る
成
果
を
あ

げ
た
。
 

４
 

○
目
標
を
上
回
る
成
果
を
あ
げ
た
。
 

○
困
難
な
目
標
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
目
標
を
ほ
ぼ
達
成
し
た
。
 

３
 

○
目
標
を
ほ
ぼ
達
成
し
た
。
 

○
困
難
な
目
標
で
あ
り
未
達
成
で
は
あ
っ
た
が
，
本
人
に
要
求
さ
れ
る

レ
ベ
ル
は
満
た
し
て
お
り
，
一
定
の
成
果
が
認
め
ら
れ
る
。
 

２
 

○
目
標
と
し
て
は
未
達
成
だ
が
，
本
人
に
要
求
さ
れ
る
レ
ベ
ル
は
満
た

し
て
お
り
，
一
定
の
成
果
が
認
め
ら
れ
る
。
 



１
 

○
目
標
を
大
き
く
下
回
り
，
特
段
の
成
果
が
認
め
ら
れ
な
い
。
 

○
通
常
の
努
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
は
ず
の
成
果
に
及
ば
な
い
。
 

 

プ
ロ

セ
ス

評
価
 

ａ
 
個
別
評
価

評
価
者
は
，
プ
ロ
セ
ス
評
価
の
評
価
要
素
ご
と
に
，
目
標
申
告
者
の
職
務
へ
の
取

組
状
況
に
つ
い
て
，
次
の
基
準
に
よ
り
，
評
点
を
決
定
す
る
。

（
評
価
要
素
の
評
価
基
準
）

評
点
 

評
 
 
 
 
価
 
 
 
 
基
 
 
 
 
準
 

５
 

○
本
人
に
要
求
さ
れ
る
水
準
を
著
し
く
上
回
っ
て
お
り
，
他
の
職
員
の

模
範
で
あ
る
。
 

○
総
合
的
に
は
指
導
の
必
要
が
全
く
な
い
。
（
抜
群
で
あ
る
。
）
 

４
 

○
失
敗
や
問
題
点
は
ほ
と
ん
ど
な
く
，
本
人
に
要
求
さ
れ
る
水
準
を
上

回
っ
て
い
る
。
 

○
総
合
的
に
は
指
導
の
必
要
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
（
優
良
で
あ
る
。
）
 

３
 

○
失
敗
や
問
題
点
は
少
々
あ
る
が
業
務
に
は
支
障
が
な
く
，
本
人
に
要

求
さ
れ
る
水
準
に
達
し
て
い
る
。
 

○
総
合
的
に
は
通
常
の
業
務
を
通
じ
た
指
導
で
十
分
で
あ
る
。
（
標
準

で
あ
る
。
）
 

２
 

○
失

敗
や

問
題

点
が

目
に

つ
き

業
務

に
も

若
干

の
支

障
を

来
し

て
お

り
，
本
人
に
要
求
さ
れ
る
レ
ベ
ル
を
下
回
っ
て
い
る
。
 

○
総
合
的
に
は
個
別
の
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
 

１
 

○
失
敗
や
問
題
点
が
多
く
業
務
に
大
い
に
支
障
を
来
し
て
お
り
，
本
人

に
要
求
さ
れ
る
レ
ベ
ル
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
。
 

○
総
合
的
に
は
重
点
的
か
つ
継
続
的
な
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
 

ｂ
 
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
評
価
 

プ
ロ
セ
ス
全
体
の
評
価
の
評
点
は
，
個
別
評
価
の
評
点
の
平
均
点
（
小
数
第
３
位

を
四
捨
五
入
）
と
す
る
。

総
合
評
価
 

ａ
 
評
点
の
算
出
 

総
合
評
価
に
お
け
る
評
点
を
次
の
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
。
 

（
評

点
）

＝
（

目
標

申
告
の

評
価

の
評
点

）
×

α
／

100
＋

（
プ

ロ
セ

ス
全

体
の

評
価
の
評
点
）
×
β
／
100 

な
お
，
α
と
β
は
，
目
標
申
告
者
の
評
価
区
分
に
応
じ
て
次
の
係
数
を
用
い
る
。

評
 価

 区
 分

 
α
 

β
 

１
 

90 
10 

２
 

70 
30 

３
 

50 
50 

ｂ
 
評
語
の
決
定
 

評
価
者
は
，
ａ
で
得
ら
れ
た
評
点
に
基
づ
き
，
次
の
基
準
に
よ
り
評
語
を
決
定
す

る
。
こ
の
と
き
，
評
価
者
は
，
「
目
標
以
外
の
実
績
・
組
織
貢
献
」
に
お
い
て
顕
著

な
業
績
を
あ
げ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
，
総
合
評
価
の
特
記
事
項
欄
に
理
由

を
明
記
の
上
，
１
段
階
上
位
の
評
語
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 



 

評
 
 語

 
評
 
 
 
 
 
 
 
点
 

Ｓ
Ｓ
 

4.5以
上
 

Ｓ
 

4.0以
上
4.5未

満
 

Ａ
 

3.0以
上
4.0未

満
 

Ｂ
 

2.0以
上
3.0未

満
 

Ｃ
 

2.0未
満
 

 
 

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



別記様式第１号（第７条関係） 

  



別記様式第２号（第７条関係） 

  



別記様式第３号（第７条関係） 

  



別記様式第４号（第７条関係） 

  



別記様式第５号（第７条関係） 

  



別記様式第６号（第７条関係） 

  



別記様式第７号（第７条関係） 

 

 



別
記
様
式
第
８
号
（
第
11条

関
係
）
 

 
 



別
記
様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

 
 



別
記
様
式
第
９
号
（
第

11
条
関
係
）
 

 
 



別
記
様
式
第

10
号
（
第

18
条
関
係
）
 

 
勤

務
成

績
評

価
票

（
条
件

付
期
間
満

了
前
）

評価を受ける職員

所
属

 
評

価
期

間

職
名

及
び

役
職

名
 

□
男

年
齢
 
 
歳

□
女

氏
名

 
 
年
 

 
月
 
 

日
か
ら

 
 
年
 

 
月
 
 

日
ま
で

職
務

の
級

及
び

号
給

 
 

職
（
 
 

）

 
級
 
 

号
給

ふ
り

が
な

⑴
 

職
員
が
任

用
さ
れ
る

前
に
も

し
あ
な
た

が
こ
の
職

員
を
現

在
程
度
に

知
っ
て
い

る
と
す

る
な
ら
ば
，
あ
な
た
は

任
用
に

当
た
っ
て

こ
の
職
員

を
推
薦
し

ま
し

た
か
。

 
 

１
次
評
価

者
 
（
□

 
も
ち

ろ
ん
推
薦

し
た
。
 

□
 
多

分
推
薦
し

た
。
 
□

 
ど
ち

ら
と
も
い

え
な
い
。

 
□
 

多
分
推
薦

し
な
か
っ

た
。）

 
 

２
次
評
価

者
 
（
□

 
も
ち

ろ
ん
推
薦

し
た
。
 

□
 
多

分
推
薦
し

た
。
 
□

 
ど
ち

ら
と
も
い

え
な
い
。

 
□
 

多
分
推
薦

し
な
か
っ

た
。）

⑵
 

将
来
性
は

あ
り
ま
す

か
。

 
 

１
次
評
価

者
 
（
□

 
大
い

に
あ
る
。

 
 
□
 

か
な
り

あ
る
。
 

 
□
 
ど

ち
ら
と

も
い
え
な

い
。
 
 

□
 
な

い
。）

 
 

２
次
評
価

者
 
（
□

 
大
い

に
あ
る
。

 
 
□
 

か
な
り

あ
る
。
 

 
□
 
ど

ち
ら
と

も
い
え
な

い
。
 
 

□
 
な

い
。）

⑶
 

勤
務
態
度

は
ど
う
で

す
か
。

 
 

１
次
評
価

者
 
（
□

 
良
い

方
で
あ
る

。
 
 
□

 
普
通

で
あ
る
。

 
 
□
 

や
や
不

良
で
あ
る

。
 
 
□

 
不
良

で
あ
る
。
）

 
 

２
次
評
価

者
 
（
□

 
良
い

方
で
あ
る

。
 
 
□

 
普
通

で
あ
る
。

 
 
□
 

や
や
不

良
で
あ
る

。
 
 
□

 
不
良

で
あ
る
。
）

⑷
 

勤
務
実
績

は
要
求
さ

れ
て
い

る
基
準
に

比
し
て
ど

う
で
す

か
。

 
 

１
次
評
価

者
 
（
□

 
優
れ

て
い
る
。

 
 
□
 

普
通
で

あ
る
。
 

 
□
 
や

や
劣
っ

て
い
る
。

 
 
□
 

劣
っ
て

い
る
。）

 
 

２
次
評
価

者
 
（
□

 
優
れ

て
い
る
。

 
 
□
 

普
通
で

あ
る
。
 

 
□
 
や

や
劣
っ

て
い
る
。

 
 
□
 

劣
っ
て

い
る
。）

⑸
 

そ
の
他
の

補
充
意
見

 

【
１

次
評
価
者

】

【
２

次
評
価
者

】

 
私

は
，
こ
の
評

価
票
に

記
述
し
た
事
項
が
所
定
の
評
価
期
間
に
対

す
る
も
の

で
あ
り
，
か
つ
，
私

の
観
察
し

た
限
り
に

お
い
て
正

確
，
事
実
で
あ

る
こ
と

を
誓

い
ま
す
。

 
 

 
 
平
成

 
 
年
 

 
月
 

 
日
 
 

 
 
 
 

 
１
次

評
価
者
の

職
名
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
氏
名

（
署
名

）
 
 
 

 
 
 
 

 
 
印

 
 

 
 
平
成

 
 
年
 

 
月
 

 
日
 
 

 
 
 
 

 
２
次

評
価
者
の

職
名
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
氏
名

（
署
名

）
 
 
 

 
 
 
 

 
 
印

 
 

 
 
平
成

 
 
年
 

 
月
 

 
日
 
 

 
 
 
 

 
確
認

者
の
職
名

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
氏
名

（
署
名

）
 
 
 

 
 
 
 

 
 
印

人
事

課
所
見

 

 
私

は
，
こ
の

評
価
票
を

検
討
し
，
調
整
及
び
所

見
を
付
し

た
も
の

で
あ
っ
て

，
そ
の
結

果
，
私
の

知
り
，
か

つ
，
信
じ
る
限

り
を
十
分

に
表
明
し

て
い
る

こ
と

を
誓
い
ま

す
。

 
 

 
 
平
成

 
 
年
 

 
月
 

 
日
 
 

 
 
 
 

 
職
名

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

氏
名
（
署

名
）
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
印

総評

□
 
良

好

□
 
不

良
 

こ
の

評
価
票
を

確
認
す
る

（
所
見

は
次
の
と

お
り
）。

 
 

平
成
 
 

年
 
 
月

 
 
日

 
 

□
 
正
式

任
命
す
る

。

 
 

□
 
免
職

す
る
。

 
 

□
 
降
任

す
る
。

 
 

□
 
配
置

換
す
る
。

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
職
名

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

氏
名
（
署

名
）
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
印



 
 
 

附 

則 
１ 
こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
以
下
「
新
訓
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
成
績
評
価
を
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
一
般
職
の
職
員
（
新
訓
令
第
三
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
新
訓
令
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
回
の

勤
務
成
績
評
価
」
と
あ
る
の
は
、
「
直
前
の
勤
務
成
績
評
定
（
広
島
県
職
員
勤
務
評
定
実
施
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成
二
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
職
員
勤
務
評
定
実

施
規
程
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
成
績
評
定
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。 


